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第１章 バリアフリーマスタープランの概要 
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１．策定の背景 

バリアフリーに関する法制度については、1994 年（平成 6 年）に建築物のバリアフリー

化を目指した法律「ハートビル法」が制定となり、また、2000 年（平成 12 年）に鉄道な

どの旅客施設や周辺道路などのバリアフリー化を目指した法律「交通バリアフリー法」が制

定されました。 

その後、2005 年（平成 17 年）にバリアフリー施策の指針となる「ユニバーサルデザイ

ン政策大綱」が策定され、この考えを踏まえて、旅客施設や車両、道路、建築物等において総

合的・一体的なバリアフリーを推進するため、2006 年（平成 18 年）にハートビル法と交

通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（以下、バリアフリー法という）」が施行されました。 

また、2018 年（平成 30 年）（一部改正、2019 年（平成 31 年）施行）にバリアフリー

法が改正され、市町村が移動等円滑化促進方針（バリアフリーマスタープラン）の作成に取

り組むことが明記されました。 

更に国は 2011 年（平成 23 年）の障害者基本法の改正、2016 年（平成 28 年）の障害

者差別解消法の制定など、自立と共生の理念のもと、障がいの有無にかかわらず国民誰もが

相互に人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」の実現に向けた取り組みを推進しています。 

このような社会の実現のためには、誰もが自立した日常生活及び社会生活を営むことがで

きる環境整備を一刻も早く推進していくことが重要です。移動及び施設の利用は、社会参加

をするための重要な手段であることから、バリアフリー化を促進することは「共生社会」の

実現に大きな意義を持つものです。 

一方、本市においても、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を一つの契機

として、本市における活動推進指針を 2015 年度（平成 27 年度）に策定するとともに、

2017 年（平成 29 年）には青森県内では初めてとなる「共生社会ホストタウン」の認定を

受けました。更に 2019 年（令和元年）8 月には先導的・先進的な「ユニバーサルのまちづ

くり」と「心のバリアフリー」に取り組む自治体として「先導的共生社会ホストタウン」の認

定を受けました。 

これらを踏まえて、共生社会の実現に向け、「ユニバーサルデザインのまちづくり」と、「心

のバリアフリー」を推進した取り組みにより、「ユニバーサルタウン三沢」の実現を目指して

いるところです。 

このような中で、本市においても行政や事業者が個別にバリアフリー化を進めている一方

で、管理者が異なる拠点間でのバリアフリーの連続性が確保できていない部分があり、バリ

アフリー・ユニバーサルデザイン化における課題を抱えている状況にあります。 

 

２．策定の目的 

バリアフリーマスタープランでは、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まっている地

区を「移動等円滑化促進地区」として設定し、面的・一体的なバリアフリー化の方針を示すこ

とで、広くバリアフリー化についての考え方を共有し、ハード・ソフトの両面でまちづくり

を推進することを目的としています。 

  



3 

３．バリアフリー法の概要 

バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）とは、高齢者や

障がいのある人などの自立した日常生活や社会生活を確保するために定められたものです。 

なお、2018 年（平成 30 年）12 月のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行や、東

京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした共生社会の実現に向けた機運

醸成等を受けて、「心のバリアフリー」に関する取り組みなどのソフト的な対策の強化を背景

として、2020 年（令和 2 年）6 月にバリアフリー法が改正されました。 

この改正では、公共交通事業者などの施設（鉄道駅など）設置管理者におけるソフト対策

の取り組みの強化に関する事項が示されているほか、住民に対する「心のバリアフリー」の

啓発・推進に向けた取り組みの強化に関する事項が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バリアフリー法に定められる事項  

国が定める基本方針

〇移動等円滑化の意義及び目標 〇施設設置管理者が講ずべき措置

〇移動等円滑化促進方針の指針 〇基本構想の指針

〇国民の理解の増進及び協力の確保に関する事項 〇情報提供に関する事項

〇その他移動等円滑化の促進に関する事項

国、地方公共団体、施設設置管理者、国民の責務

公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進

○ ハード面の移動等円滑化基準の適合は、新設等は「義務」、既存は「努力義務」

○ 新設等・既存にかかわらず、基本方針において各施設の整備目標を設定し、整備を推進

○ 各施設設置管理者に対し、情報提供、優先席・車いす用駐車施設等の適正利用推進のため

の広報・啓発活動の「努力義務」

○ 公共交通事業者等に対し、以下の事項を「義務・努力義務化」

・旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関するソフト基準の遵守

・他の公共交通事業者等からの協議への応諾義務

・旅客支援、職員に対する教育訓練の努力義務

・ハード・ソフト取組計画の作成・取組状況の報告・公表義務

地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進

○ 市町村が作成するマスタープランや基本構想に基づき、地域における重点的かつ一体的な

バリアフリー化を推進

○ 基本構想には、ハード整備に関する各特定事業及び「心のバリアフリー」に関する教育啓

発特定事業を位置づけることで、関係者による事業の実施を促進

○ 定期的な評価・見直しの努力義務
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４．マスタープランの概要 

バリアフリー法では、高齢者・障が

い者等の移動や施設利用の利便性・安

全性の向上を推進するため、公共交通

機関・建築物・公共施設のバリアフリ

ー化を促進することとされています。 

本法律においてマスタープランは、

旅客施設（鉄道駅など）を中心とした

地区や、高齢者・障がい者等が利用す

る生活関連施設が集積した地区（以下、

移動等円滑化促進地区という）におい

て、面的・一体的なバリアフリー化を

進める上での方針を示すものです。 

マスタープランについては、バリア

フリー法において、下表に示す事項を

明示すべきと定められています。 

図 生活関連施設・移動等円滑化促進地区など 

の設定イメージ 

 

表 マスタープランに明示すべき事項 

〇マスタープランに示すべき事項については、バリアフリー法（第 24 条の２）にお

いて、以下のとおり規定。 

１．移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する「基本的な方針」 

２．「移動等円滑化促進地区」の位置及び区域 

３．「生活関連施設」及び「生活関連経路」並びにこれらにおける移動等円滑化の促進

に関する事項 

４．移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解及び移動等円滑化の実施

に関するこれらの者の協力の確保に関する事項 

５．行為の届出等に関する事項 

６．市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項 

７．その他、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項 
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５．対象区域 

マスタープランの対象区域は、三沢

市全域を対象とします。 

なお、策定の目的に示した移動等円

滑化促進地区については、主要な施設

間における移動等の円滑化の促進を図

ることを目的とするため、施設等の立

地及び集積状況などを勘案して設定す

ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 対象区域 

６．バリアフリーマスタープランの期間 

マスタープランの期間は、2021 年度（令和 3 年度）から、2025 年度（令和 7 年度）ま

での 5 年間とします。 

なお、促進方針に基づく取り組み等の進捗状況や社会情勢の変化等に合わせて、必要に応

じて見直しを行うものとします。 
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７．バリアフリーマスタープランの位置づけ 

三沢市の「第二次三沢市総合振興計画（以下、振興計画という）」を上位計画として、振興

計画に示す考えや取り組み等と整合を図るとともに、三沢市及び青森県における各種条例・

関連計画と連携を図りながらマスタープランを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バリアフリーマスタープランの位置づけ 

  

三沢市バリアフリーマスタープラン

【移動等円滑化促進方針】

（法第二十四条の二）

●バリアフリー化の方針を設定

●バリアフリー化の促進が必要な地区

（移動等円滑化促進地区）の設定

●高齢者・障がい者等が日常生活で利用

する施設及び経路の設定

●市民及び関係者の理解増進と協力確保

●届出制度の対象となる施設の設定

●移動等円滑化に関する情報の収集

関係法令等

●改正バリアフリー法

●ユニバーサルデザイン政策大綱

●青森県福祉のまちづくり条例

●三沢市障がいのある人もない人も幸せに

暮らせる共生のまちづくり条例

関連計画

〇三沢市地域公共交通網形成計画

〇三沢市第３期障がい者計画

〇三沢市高齢者福祉計画

〇三沢市公共施設等総合管理計画 等

市民意見など

〇まち歩き点検、ワークショッフ゜

〇三沢市移動等円滑化促進協議会

〇パブリックコメントの実施 等

反映

上位計画

〇第二次三沢市総合振興計画

〇三沢市都市計画マスタープラン

〇三沢市地域福祉計画 第３期
即する

整合

連携

即する

即する
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第２章 上位・関連計画及び条例の概要 
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１．上位・関連計画について 

バリアフリー等に関する取り組みについては、上位計画である第二次三沢市総合振興計画

に示す内容に基づき整合を図るとともに、各関連計画とも連携を図ることにより、総合的か

つ一体的に推進することが重要です。 

ここでは、上位・関連計画との整合及び連携を図るため、各計画に示されるバリアフリー

等に関連する内容について以下の視点から整理します。 

 

表 上位・関連計画の整理の視点 

視 点 選定基準 

視点１：分野別の主要課題、目

標･ビジョン等に関する事項 

○「解決すべき課題」や「まちづくりの方針」「バリ

アフリー方針」などの検討の中で反映 

視点２：市民の移動や高齢者・障

がい者の生活に関する事項 

○「移動等の支援」や、「高齢者・障がい者の生活利

便の支援」などの検討の中で反映 

視点３：各分野で実施している･

実施予定の施策等に関する事項 
○具体的な取り組みの検討の中で反映 

 

表 上位・関連計画等の概要 

区分 名称 計画期間 概要 

上位 

計画 

第二次三沢市

総合振興計画 

2018 年（平成

30 年）～2028

年（令和 10 年） 

〇本市の最上位の行政計画 

〇市が目指すべき将来像を掲げ、この実現

に向けた総合的かつ計画的なまちづく

りを推進するための指針 

三沢市都市計

画マスタープ

ラン 

目標年次：2030

年（令和 12 年） 

〇都市計画における方針等を示す計画 

〇長期的・総合的なまちづくりの施策とし

て、都市計画の決定・変更、各種まちづ

くり事業の実施などを定める際の指針

となるもの 

三沢市地域福

祉計画  第３

期 

2019 年（令和元

年）～2024 年

（令和６年） 

〇安心して暮らせる社会の実現に向けた

指針を定めるものであり、健康福祉分野

における各種計画を包括した総合計画 

間連 

計画 

三沢市地域公

共網形成計画 

2016 年（平成

28 年）～2021

年（令和 3 年） 

〇第二次三沢市総合振興計画並びに三沢

市都市計画マスタープランに基づき地

域が目指す将来像を実現に向け、公共交

通のあり方を示す計画 

三沢市第 3 期

障がい者計画 

2019 年（平成

31 年）～2023

年（令和 5 年） 

〇市民・地域・事業所・関係機関とともに

連携してお互いの理解促進を図りなが

ら、障がい者施策を総合的かつ着実に推

進させるための計画 

三沢市高齢者

福祉計画 

2018 年（平成

30 年）～2020

年（令和 2 年） 

〇高齢者の自立した日常生活を支えるた

めの方針や各種取り組みなどを定める

計画 

三沢市公共施

設等総合管理

計画 

2017 年（平成

29 年）～2046

年（令和 28 年） 

〇公共施設等の適切な維持・管理に向けた

方針や取り組みなどを定める計画 
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２．上位計画の概要 

（１）第二次三沢市総合振興計画 

マスタープランの上位計画として位置づける第二次三沢市総合振興計画（2018 年（平成

30 年）3 月～2028 年（令和 10 年）、以下、振興計画という）は、本市における最上位の

行政計画であり、三沢市がめざす将来像を掲げるとともに、この実現に向けた総合的かつ計

画的なまちづくりを推進するための指針となるものです。 

振興計画では、基本理念（三沢市がめざす将来像）として『未来へつなぐ 心安らぐ 国際

文化都市』を掲げています。 

この実現に向けて、「安心な暮らし」「快適な暮らし」「豊かな暮らし」の３つの大綱を掲げ

ており、誰もが安全・安心に暮らし続けることができるまちづくりを進めることとしていま

す。 

また、国際文化都市の実現に向けて、国際色豊かな三沢市の特色などを活かしながら、市

内及び市外における活発な交流を促進することとしています。 
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表 第二次三沢市総合振興計画の概要 

項目 内容 

視点１ 

【基本理念】 

■未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市 

【計画の方向性】 

・基本計画に政策とその実現のための施策について、日々の暮らしを守るため

に“維持”し続ける分野と未来を切り開くために“挑戦”する分野に分けて考

え、それぞれに必要な指標を掲げ、その達成のために適切な資源配分を行う 

視点２ 

【土地利用の方針】 

■快適な住環境の整備 

・快適で文化的に生活できる空間を維持・形成するため、住宅地や商業地の機能

性を高めるためだけでなく、景観や土地の文化的な背景にも考慮して地域の

基盤を維持・整備する 

視点３ 

【具体的な政策と事業】 

■安心な暮らし 

＜子どもからお年寄りまでの生活を守る＞ 

・障がい者支援：障がい者が安定した生活を送れるよう支援を継続 

・子育て支援：子育て支援制度を活用した事業の促進 

＜互いに支えあうまちをつくる＞ 

・バス交通：バスや電車の利用者に合わせた路線の維持 

・人づくり：地域課題の解決を促進するために、地域と人をつなげる人材を育成 

■快適な暮らし 

＜道路・建物・公園を使いやすくする 

・道路整備：地域の主要な道路の安全性や利便性を確保するため、整備を推進 

・歩道整備：歩行者の利便性や安全性を向上させるため、歩道整備の推進 

・公園整備：憩いの場である公園が、安心かつ安全であるような整備の推進 

■豊かな暮らし 

＜みんなが学べるまちをつくる＞ 

・文化：三沢市公会堂など文化活動の拠点を維持 

・スポーツ：運動施設を拠点としたスポーツ活動の支援維持 

＜まちの景気を良くする＞ 

・三沢空港：県外との往来者の増加 

 

  



11 

（２）三沢市都市計画マスタープラン 

 

表 三沢市都市計画マスタープランの概要 

項目 内容 

視点１ 

【まちづくりの課題】 

■利便性の高いネットワーク形成と高齢化社会に対応した交通環境の充実 

・バスや鉄道利用の推進など、高齢化や地球温暖化等に対応した公共交通のあ

り方の検討も必要 

■都市機能の向上と適正な配置 

・公共公益施設はそれぞれの通常の機能の他、災害時の一時避難場所や救援・医

療活動の拠点としての役割があり、施設の設置や更新の際には耐震性や耐火

性の考慮が必要であり、バリアフリーへの対応などの機能向上も重要 

【まちづくりの目標と基本理念】 

交流：国際色豊かな交流拠点の強化と中心市街地の活性化 

個性：地域の個性を活かしたひとに優しいまちづくり 

視点２ 

【将来都市構造】 

■中核拠点、文化・行政・スポーツ拠点、交通拠点、医療拠点、みどりの拠点、

都市軸の設定 

視点３ 

【分野別方針】：道路・交通 

■歩行系ネットワーク道路（自転車道含む） 

・駅周辺などの歩行系ネットワーク道路は、歩道切り下げ部などのバリアフリ

ー化や道路沿道などの緑化の推進など、人にやさしく安全で快適な歩行空間

の整備 

■公共交通および関連施設 

・駅周辺の交通結節機能を強化するため、駐車場、駐輪場、バス乗降所、歩行導

線などは、バリアフリー化などにより必要に応じた施設の充実を図る 

【分野別方針】：公共施設 

・既存施設の有効利用や機能の充実を図るとともに、誰もが利用しやすい施設

となるよう、必要に応じてバリアフリー化などの整備を推進 
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（３）三沢市地域福祉計画 第３期 

 

表 三沢市地域福祉計画 第 3 期の概要 

項目 内容 

視点１ 

【基本理念】 

■子供からお年寄りまでの生活を守る 

・すべての市民が年齢や障害の有無に関わらず、健やかで安心して自立した生

活を送ることが出来る 社会の実現を目指す 

視点２ 

【基本目標】 

■地域福祉の連携と推進 

・市民一人ひとりが生涯にわたって心身ともに健康で、生きがいに満ちた生活

を送ることができる地域社会の実現を目指す 

■個人が尊重され誰もが公平にサービスを受けられる体制づくり 

・個人の権利が尊重され、誰もが公平かつ適切な福祉サービスを受けられる体

制の充実を図る 

■共に支え合う福祉の地域づくり 

・地域住民同士の支え合いや隣近所の助け合い、ボランティアや NPO 等との

連携、福祉サービス事業者の協力などにより、安全で、安心して、誰もが快適

に暮らすことができる地域づくりを推進する 

■福祉の心づくりと人材育成 

・生涯学習を通じた福祉教育の充実や、世代間交流の促進などにより、福祉

への意識の高揚に努めるとともに、福祉を担う人材の育成を推進する 

視点３ 

■共生社会の実現 

・年齢や性別、障害の有無に関わらず、お互いに人格と個性を尊重し理解し合い

ながら支え合い、誰もが地域の中で充実感をもって働き暮らしていけるよう

な地域・社会を目指す 

■暮らしやすい環境の整備 

・高齢者や障害者等、市民の誰もが生活に制約を受けず安心・安全に暮らしてい

けるよう、バリアフリーに対する意識の高揚を図るとともに、市民の誰もが生

活上の移動に制約を受けず、安心・安全で快適に移動出来る環境を整備する 
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３．関連計画の概要 

（１）三沢市地域公共交通網形成計画 

 

表 三沢市地域公共交通網形成計画の視点 

項目 内容 

視点１ 

【計画の目標と基本理念】 

■計画の基本理念 

“まちづくりを支え 市民に愛され、信頼される公共交通” 

■公共交通のあり方（将来像） 

「市民の生活」「交流」「まちの活力」を支え、愛される公共交通～人が行き交

い、にぎわいが生まれるまちを目指す～ 

■公共交通の基本方針 

・方針 1：日常生活を支える基本的な移動手段としての公共交通 

・方針 2：都市の核となる都市機能集積エリアでの活動を支える公共交通 

・方針 3：域外との人の流れを生む公共交通 

・方針 4：持続可能な公共交通 

視点２ 

【公共交通ネットワークの将来イメージ】 

■公共交通機関・路線の位置づけ 

・広域交通：域外との交通を確保 

・域内幹線交通：三沢駅～市役所間を市内公共交通網の幹線区間と位置づけ、市

民の移動を確保するとともに、中心市街地の活性化に寄与 

・域内交通：三沢駅・市役所から各地域を結び、中心市街地へのアクセスを確保 

・生活交通：各地域から域内交通へのアクセスを確保 

■個別の移動ニーズに対応する公共

交通機関 

・空港へのアクセス：三沢空港へのア

クセスを確保 

・域内交通・生活交通でカバーしきれ

ないニーズ：域内交通や生活交通で

はカバーしきれないニーズに対応

し、市民の移動を確保 

■交通拠点・交通結節点 

・交通拠点：広域交通と域内幹線交通

または域内交通を結節する空港・駅・

バス停 

視点３ 

【計画の目標と取り組みの方向性】 

＜三沢空港や三沢駅へのアクセス向上を図るとともに、観光施設と連携した

観光振興を図る＞ 

・広域交通と二次交通の一体的な公共交通ネットワークの構築 
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（２）三沢市第３期障がい者計画 

 

表 三沢市第 3 期障がい者計画の概要 

項目 内容 

視点１ 

【基本理念】 

・一人ひとりの個性が尊重され お互いを理解し、支えあい 安心して暮らせる

まち 

【課題及び目指すべき方向性】 

〇安心な生活環境の整備 

〇差別解消の推進 

〇生活支援の充実 

〇公共サービスの質の向上 

〇社会参加の推進 

視点２ 

【アンケート調査の結果】 

■障がいのある人の外出について 

・障がいのある人の外出頻度は「１週間に数回」が 45.8％、「毎日」が 28.9％

と頻度が多い。 

・障がい福祉事業者の従事者が回答した『障がいのある人が暮らしやすいまち

にするために必要なこと』として「公共交通機関や公共的施設を利用しやすく

する」が 46.4％と半数近くを占める。  

■差別解消について 

・障がいのある人が『差別や嫌な思いをした経験』が全体の約 4 割で、差別等

を感じた場所としては「出かけ先」や「学校・仕事場」との回答が多い 

・一方で、一般の市民の『障がいに対する差別や偏見の意識』が「あると思う（少

しある）」全体の約３割となっている。 

・『障がいのある人への差別をなくすために必要なこと』については「障がいに

関する情報提供や勉強会等の充実」や「学校における福祉教育の充実」を重視

する市民が多い。 

視点３ 

【具体的な施策と事業】  

■安心な生活環境の整備 

〇住まいと集いの場の確保 

〇移動交通支援の充実 

〇障がいのある人に配慮したまちづくりの推進 

■情報のバリアフリー化 

〇受け取りやすい情報発信の仕組みの充実 

■差別解消の推進 

〇理解促進のための広報・啓発活動の充実 

■生活支援の充実 

〇障がい福祉・障がい児福祉サービスの充実 

■公共サービスの質の向上 

〇行政機関における障がい者理解の促進 

■社会参加の促進 

〇障がい者スポーツやパラリンピック等への取り組みの推進 
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（３）三沢市高齢者福祉計画 

 

表 三沢市高齢者福祉計画の概要 

項目 内容 

視点１ 

【課題】 

■「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の整備 

・公的な体制による支援を背景に地域住民と行政などが協働し地域や個人が抱

える生活課題を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的

な支援体制 の整備が必要 

■災害時でも安心できる市民と行政の協働づくり 

・地域の防災力の向上や関係組織等との連携強化を図り、市民、 関係組織、行

政が一体となって災害への即応能力を高めることが必要 

【計画の基本的な考え方（政策目標）】 

■「未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市」 

視点２ 

【推進目標】 

■高齢者福祉の充実 

・高齢者の健康 保持につながるサービスの充実や、支援が必要な方が自立した

生活を送れるように新たな生活支援サービス（新しい総合事業）を充実させて

いきます。 

■地域福祉の充実 

・域包括ケアシステムの中心的な役割がもとめられる地域包括支援センターの

機 能強化を行い、総合相談窓口としての役割を果たしていきます。 

視点３ 

【具体的な施策と事業】  

■高齢者いきいきパス発券事業 

・通院、買い物、社会参加等における交通手段として、路線バスを利用する高

齢者に 対し、交通費の援助を行うことによって、高齢者の経済的負担の軽

減を図ります。 

■移送サービス事業 

・要介護度４・５の高齢者に対し、通院、入退院、入退所時の送迎を実施する

ことに より、家族や本人の負担の軽減を図るとともに、在宅生活を支援し

ます。 

■交通安全対策 

・高齢者に配慮した交通安全施設の整備に努めるとともに、参加・体験・実践

型の交通安全教室などを実施し、高齢運転者の技術向上及び高齢者に対す

る思いやりのある 運転の普及を図ります。 

■公共施設等のバリアフリー化 

・平成 12（2000）年度に「三沢市障害者や高齢者に配慮したまちづくり総

合計画」を策定し、公共施設等のバリアフリー化を計画的に推進してきま

した。本計画期間においても、高齢者が安全かつ快適に利用できる環境づ

くりを推進します。 
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（４）三沢市公共施設等総合管理計画 

 

表 三沢市公共施設等総合管理計画の概要 

項目 内容 

視点１ 

【建築系公共施設に係る課題】 

・施設ごとの延床面積や施設類型ごとの余剰面積の有無について検証を行うこ

とが必要 

・施設類型ごとの余剰数量の把握し、総量縮減を検討することが必要 

・建物の存廃に関する方針を策定し、更新に充当可能な財源の負担可能額を見

据えて計画的な老朽化対策を実施することが必要 

【基本方針】 

■総量及び配置の適正化 

・将来の人口規模や年齢構成、将来更新費用の財源不足を見据え、余剰施設を中

心として、統廃合や集約化に取り組みます。 

・上十三・十和田湖広域定住自立圏等による広域連携を見据え、既存施設を上手

に活用しながら、移設や配置の見直しに取り組みます。 

■維持管理の適正化 

・少子高齢化や人口減少に伴う利用需要の変化を見据え、費用対効果を踏まえ

た、効率的な維持管理の実現に取り組みます。 

・生活基盤に必要不可欠な道路や上下水道等を中心として、点検診断・改修等に

係るメンテナンスサイクルの確立に取り組みます。 

視点３ 

【施設類型ごとの管理に関する基本的な方針】 

■文化施設 

・今後の長期的な利用を見据え、施設の長寿命化を図る観点から、計画的な

改修及び更新を行います。 

■図書館 

・図書サービスの充実を図る観点から、施設機能の分散（一部移設）や交通

アクセスの改善、駐車場の確保等の利便性の向上等、施設の最適な在り方

について検討します。 

■保育所 

・当面は保育事業の拡充を図る観点から、現状の施設の長期利用を前提とし

た施設の改修を計画的に実施します。 

■保健施設 

・今後とも中長期的な視点から存続を図る施設ですが、将来の人口減少や少

子高齢化に伴う利用需要の変化を見据え、施設の分散化（機能の一部移設）

や他施設との複合化による建替え等、将来の在り方を検討します。 

■高齢福祉施設 

・今後の老年人口の増加に伴う利用需要の拡大を見据えつつ、施設の使用実

態や老朽化状況を踏まえて、用途変更、移設、他施設との複合化等を含め

て、将来の在り方を検討します。 

■その他社会福祉施設（総合社会福祉センター） 

・将来の人口減少や少子高齢化に伴う利用需要の変化を見据え、施設内の各

種貸室の有効活用を図る観点から、複合施設としての将来の在り方を検討

します。 
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４．条例の概要 

本市では、障がいのある人もない人も、お互いを理解し、支えあい、安心して暮らすことが

できる地域社会の実現に向け、様々な施策の充実を図ってきました。 

今後はこれまでの施策をさらに進展させるとともに、教育・就労・医療・情報・移動等の

様々な場面において依然として存在する社会的バリアをできるかぎりなくし、障がいへの差

別や偏見のないまちづくりを目指しています。 

こうしたことを背景として、だれもが安心して暮らし、幸福を追求することができる共生

社会の実現に向けて、「三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条

例」を 2020 年（令和 2 年）2 月に制定しました。 

マスタープランの推進にあたっては、当条例も基づくことが必要であるため、基本的な考

え等について整理します。 

 

表 条例の概要 

項目 内容 

基本 

理念 

〇障がいのある人もない人も、等しく基本的人権を享有する個人として尊重

されるものであること 

〇障がいのある人が、不当な差別的扱いによって、その権利利益が侵食され

ないこと 

〇障がいのある人が、住み慣れた地域において、安心して暮らし、幸福を追求

することができるよう、合理的配慮の提供がなされること 

〇障がいのある人が、地域社会を構成する一員として、あらゆる分野の社会

活動にさんかすることで、自らの人生を主体的に豊かにしていく機会が確

保されること 

〇市民一人ひとりが、障がい及び障がいのある人に関心を持ち、理解を深め

ることができるよう、普及啓発が行われること 

〇誰もが互いに意思を伝え合い理解し合えるよう、障がいのある人が、言語

（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保

されるとともに、情報の取得、意思決定及び意思疎通のための手段につい

て選択の機会の拡大が図られること。 

取り 

組み 

■理解促進 

〇啓発活動の推進 

〇交流の機会の確保と推進 

■情報の取得、意思決定及び意思疎通 

〇情報の取得、意思決定及び意思疎通における支援 

〇障がいのある人に配慮した情報の提供 

〇意思疎通の手段の普及 

〇意思疎通支援者の要請等 

■自立と社会参加 

〇就労及び雇用への支援等 

〇移動手段等に対する支援 

 

  



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三沢市バリアフリーマスタープラン 
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１．市民アンケート調査 

マスタープランを検討する上で、市民の日常の移動実態（目的地・移動手段・経路など）ま

た、バリアフリー等に対する意見・意向等を的確に把握することが重要です。 

このため、市民を対象としてアンケート調査を実施しました。結果概要については下表の

とおりであり、詳細な結果については次ページより示します。 

 

表 上位・関連計画等の整理の視点 

項目 内容 

目的 
市内における日常の移動実態（目的地・移動手段・経路など）やバリアフ

リー等に対する意見・意向等を把握 

対象 
三沢市に居住する 18 歳以上の男女 

※調査対象には、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等を含む 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

実施期間 2019 年（令和元年）11 月 15 日（金）～11 月 25 日（月） 

配布票数・

回収票数 
配布票数：2,000 票 回収票数：630 票（回収率 31.5％） 
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（１）回答者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 性別                図 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 お子さんの有無         図 ベビーカー利用の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 障がい者手帳の有無            図 障がいの種別 
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（２）移動時の状況 

障がい者手帳を持っていると回答した方のうち、全体的に「介助なし」で移動する割合が

高い傾向がみられ、常時介助者と移動していると回答した割合は「上肢機能障がい」「その他」

でみられます。 

障がい者手帳を持っていないと回答した方のうち、70 歳以上においては介助者と移動す

る割合が高くなる傾向がみられます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動時の状況（障がい・年齢別） 

 

障がい者手帳を持っていると回答した方のうち、「下肢機能障がい」「上肢機能障がい」に

おいて補助具を利用している割合が高い傾向がみられます。 

障がい者手帳を持っていないと回答した方のうち、70 歳以上においては補助具を利用す

る割合が高くなる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 補助具の利用有無（障がい・年齢別）  
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（３）外出状況 

障がい者手帳を持っていると回答した方のうち、「ほぼ毎日」「週に 3 回程度」の外出頻度

の回答割合が多い傾向がみられますが、下肢機能障がいや上肢機能障がい、内部障がいの方

においては月に 2～3 回程度の外出頻度もみられ、全体に比べて外出頻度が低い傾向がみら

れます。 

高齢者及び子育て世代（ベビーカー利用）においては、「ほぼ毎日」「週に 3 回程度」の外

出頻度の回答が多く、ほぼ毎日の回答割合は全体を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 外出頻度 
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外出目的として、全体としては「買い物」の回答割合が高く、障がい者手帳を持っている

方、高齢者、子育て世代においてもそれぞれ「買い物」の回答割合が最も高くなっています。 

なお、障がい者手帳を持っている方、高齢者においては全体に比べて「通院・通所」の回答

割合が高い傾向がみられ、主要な目的地として医療施設等が選択される割合が全体に比べて

高い状況にあります。 

また、子育て世代においては全体に比べて「送り迎え」や「散歩」などの回答割合が高く、

託児所への送迎・子どもと公園などへ散歩に行くなどの行動が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 外出目的 
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（４）外出時の目的地 

外出時に目的地となる施設につ

いては、上位５施設を商業施設が

占めており、主に市街地に立地す

る商業施設に対して移動している

実態がみられます。 

なお、上位 10 施設のうち、唯

一医療施設として三沢市立三沢病

院（郊外に立地）が回答されてい

ます。 

 

 

 

 

 

図 外出時の目的地 

（５）よく移動する経路 

三沢市役所周辺においてよく移動する経路として、主要な施設等が多く立地する市役所前

の経路を選択する割合が多くみられます。 

また、中央公園・図書館付近からビードルプラザ周辺の商業施設が集積する地域への移動

経路においても選択割合が多くみられます。 
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（６）バリアフリーの対応が重要であると考える施設 

三沢市内の施設の重要度として、全体として「三沢市役所」を選択する割合が最も多いほ

か、「三沢駅」「三沢空港」の交通拠点の選択割合も多くみられます。 

このほか、「三沢市公会堂」や「三沢市立図書館」など、市役所周辺に立地する施設の選択

割合も高い傾向にあります 

※集計方法について 

・設問は「重要度が高い施設」の上位 1～5 位を選択形式で回答する形式で設定。 

・1 位を 5 点、2 位を 4 点、3 位を 3 点、4 位を 2 点、5 位を 1 点として、各回答者の設

問に得点付けし、合計得点を集計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バリアフリーの対応が重要であると考える施設 
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（参考）「施設の重要度」で上位となった施設の立地場所 
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２．まちあるき点検 

市民の主な目的地が集積する三沢市街地周辺において、バリアフリー上の問題点などを的

確に把握するため、まちあるき点検を実施しました。 

まちあるき点検では、視覚などに障がいのある方とともに、実際に経路を歩きながら問題

点等を確認しています。 

表 まちあるき点検の概要 

項目 内容 

目的 
障がい者の方の視点から市内のバリアフリー対応状況等について確認及

び問題点等を把握・整理するため実施 

対象 市役所を中心として 500m 程度の範囲 

調査方法 
2 グループに分かれて、設定した経路上のまち歩き点検を実施 

まち歩き実施後はワークショップを行い、問題点等を確認・共有 

実施日 令和元年 11 月 22 日 

参加者 
15 名（利用者代表、交通事業者、商業・町内会代表、関係行政機関、八

戸工業大学）※事務局除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 まち歩き点検の調査経路  
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（１）調査結果概要 

■グループ１で確認した問題点等について 

〇市役所周辺の施設において、スロープや手すりなどは設置されているものの、スロー

プ上に隆起している箇所がみられるなど維持管理に問題がみられたほか、スロープや

誘導路の路面が滑りやすいなどの問題があった。 

〇グレーチングの溝（側溝などの網目部分）の幅が大きく、車いすの車輪が挟まる場所

や白杖を落としかける場所が散見された。グレーチング自体を整備するか、グレーチ

ングの無い経路に誘導するなどの案内板が必要。 

〇音響式の信号の音が聞こえにくい。車の走行音や雑音があるとなおさらであり、介助

者も聞こえにくくなる。 

〇普段から介助に関わっている人とそうではない人の、介助の方法などに対する知識の

乖離が大きい。 

〇介助側の目線も持ってバリアフリー等を考えることが必要。 

■グループ２で確認した問題点等について 

〇バス停に誘導ブロックが無い箇所があることや、またバス停にある時刻表の文字が小

さくて読めない。 

〇県道の交通量が多い箇所にもかかわらず、信号機の設置が無いため横断の危険な箇所

がある。 

〇知的障がいや精神障がいの方などもわかるようなサイン・案内があると良いのではな

いか。 

〇歩道部においてのこう配がきついと感じる箇所が多数存在する。 

〇三沢市総合社会福祉センター～三沢市中央社会福祉センター付近～三沢市保健相談セ

ンターは別名「福祉ロード」と呼ばれるくらい高齢者・障がい者の目的地が集まって

おり、主要な移動経路となっていると考えられる。それにもかかわらず、歩道が十分

に整備されていないことや案内・サインが少ない。 
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（２）各経路の調査結果 

１）グループ１の調査結果 
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２）グループ２の調査結果 
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第４章 バリアフリー化に関する基本的な方針 
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１．バリアフリーに関する現状と課題 

（１）三沢市全体に係る総合的な課題 

１）市内外の誰もが快適に“交流できる”まちづくり 

本市では「未来へつなぐ心安らぐ国際文化都市」をまちづくりのスローガンとして掲げ、

共生社会ホストタウンなどをはじめとして様々な取り組みを推進しています。 

国際文化都市として、継続的に心豊かで国際性の富んだまちづくりを進めるために、交

流の基盤となる都市環境や移動環境の確保などは必要不可欠となります。 

特に三沢市の「玄関口」となり、三沢市地域公共交通網形成計画においても交通拠点と

して位置づけられるなど交流の起点となる三沢駅や三沢空港においては、道路や駐車場か

ら建物までの周辺環境も含めた一体的なバリアフリー化を図ることが必要です。 

また、市民をはじめとして市内外の様々な人びとの目的地が集まる三沢市街地において

は、主要施設における安全・安心な利用環境を確保するとともに、施設間の円滑な移動環

境のバリアフリー化を図り、移動しやすく誰もが交流できるまちを推進します。 

 

２）市民の生活実態・地域の特性に応じた暮らしやすいまちづくり 

高齢化の進展を背景にして、移動等に制約がある高齢者が増加することが今後ますます

見込まれる中で、上位・関連計画等に示す安全・安心に暮らし続けられる三沢市を目指す

ためには、高齢者の生活実態等に応じて適切にバリアフリー化を図ることが必要です。 

さらには共生社会の実現を目指すためには、高齢者のほか障がい者や妊産婦・子育て世

代など、移動等に対して様々な制約がある人々の生活環境も考慮することが必要です。 

なお、効率的・効果的に安全・安心な生活環境を確保するためには、地域の特性を踏ま

え、市民の移動実態や施設等の利用実態を的確に把握し、計画的・段階的に取り組みを推

進することが必要です。 
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（２）心のバリアフリーに係るこれまでの取り組み 

交流の円滑化や安全・安心な生活環境の確保などに向けては、都市環境や移動環境など

の「ハード面」の改善が求められる一方、人と人がともに互いの立場を理解し、支え合い・

助け合う意識の醸成などの「ソフト面」の取り組みが必要不可欠です。 

三沢市ではこれまで市民を対象としたマナー教室の実施や福祉に関連した講演・セミナ

ーの開催、市職員・団体職員・事業者等を対象とした研修・セミナー等を開催するなど、

「心のバリアフリー」の実現に向けたさまざまな取り組みを行ってきています。 

今後も引き続き、取り組みを推進することで、市民意識の醸成を図るとともに、移動等

に制約の有無に関らず、互いに支え合って暮らすことができる環境構築を推進することが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 ユニバーサルマナー教室の実施状況  写真 車いすチームの小学校訪問の状況 

 

 

 

（３）バリアフリーに係る各施設の課題 

１）公共交通について 

①鉄道駅について 

三沢市の鉄道駅である青い森鉄道三沢駅について、駅舎に隣接して開業した三沢駅交

通ターミナル及び三沢駅前交流プラザ「みーくる」などを含む駅前広場が 2020 年（令

和 2 年）8 月から全面供用していますが、新たに整備されていることもあり、バリアフ

リーを考慮して機能等の整備が行われているなど、誰にも利用しやすい環境が整ってい

ます。 

また、駅舎や電車車両においてはドア付近に段差があるほか、ホームドアが未整備で

あるなど、車両・ホームなどの利用環境においても改善が必要です。 
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写真 青い森鉄道の車両の段差    写真 三沢駅のホーム 
（ホームドア未整備）  

 

②空港について 

三沢空港ターミナルについて、トイレ等の改修などの個別機能の更新等は行っている

ものの、1985 年（昭和 60 年）現在のターミナルビルが開業以降、大規模な施設改修

等を行っていないこともあり、発着ロビーとエレベーター間において十分な動線が確保

されていないことなど、利用者の動線を踏まえると、利用しにくい環境となっています。 

特に高齢者や障がい者等の移動に制約を持つ利用者等においては、大きな不便を感じ

ているものと考えられるため、利用者の動線を考慮した機能等の更新が必要です。 

なお、上記のような施設の構造上の問題点に対して、空港のスタッフにより移動の補

助・支援等を実施しており、こうしたソフト的な取り組みについては引き続き取り組む

とともに、利用者へ周知を図ることが必要です。 

また、空港利用者が駐車する駐車場について、ターミナルの前に配置される第 1 駐車

場には各所に段差がみられるなど、車いす利用者などが移動しにくい環境になっている

ほか、第 2 駐車場と空港ターミナルが離れて立地しており、動線の分かりづらさや段差

及び狭あいなアクセス路（歩道）、案内などの案内情報の不十分な点など、問題点が散見

されている状況にあります。 

ターミナルの施設内だけではなく、駐車場からターミナルまでの動線も考慮して利用

環境を改善することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 三沢空港ターミナルのフロア     写真 第 2 駐車場へのアクセス路  
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③路線バス・コミュニティバスについて 

三沢駅や三沢市街地などの利用の多い主要なバス停では、待ち合い環境（上屋・ベン

チなど）の整備を行っているなど、悪天候時においても安全・安心に待ち合うことがで

きる利用環境を確保されています。 

一方、上記のエリア以外のバス停では屋根やベンチ等が設置されていない場所も多く

あり、市民アンケート調査からも公共交通を利用する際に困ったこととして、「バス停に

屋根がない」の回答が最も多くなっています。 

市内のバス停は設置箇所数が多く、全てのバス停に上屋・ベンチ等を設置することは

困難ですが、特に利用が多くみられるバス停において、待ち合い環境の確保が必要です。 

また、バス停までの誘導ブロックが不十分な箇所や車道と歩道の高さが不十分な（歩

道部で 15 ㎝の高さが確保されていない）箇所もみられることから、特に利用が多いバ

ス停などにおいては適切な整備が必要です。 

車両環境においては、ノンステップバスの導入状況が約 3％と低く、多くはワンステ

ップバスや複数の段差がある車両であるなど、乗降に不便を感じる可能性もあります。 

市民アンケート調査からも「車両の段差が高い」ことに困っている回答も一定数みら

れることから、誰もが利用しやすい環境の確保に向けて、車両更新時等のタイミングに

おいて、ノンステップバス車両など利用しやすい車両の導入を検討することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通を利用する際に困ったこと（市民アンケート調査 2019 年 10 月実施） 
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④その他（一般タクシー）について 

市内のタクシー事業者においてバリア

フリーに対応した車両（UD タクシー※な

ど）の導入率は高くない状況にあります。 

高齢者や障がい者等においては、ドア

to ドアでの移動が可能なタクシーを利用

する機会が一定程度あるものと考えられ

るため、車両更新等のタイミングにおい

てバリアフリー対応車両等の導入を推進

することが必要です。 

写真 三沢市内の UD タクシー 

※UD タクシー：ユニバーサルデザインタクシーの略称 

 

２）道路 

三沢市役所周辺の歩道の一部については一体的な整備を実施済みであることから、歩道

部は一定の幅員を確保しているほか、凹凸も少なく、誘導ブロックも適切に整備されてい

るなど、歩きやすい歩道環境が確保されている状況がみられます。 

一方で、その市役所周辺においても、歩道上の段差や横断・縦断勾配が急な箇所や歩道

上の障害物（ポール・消火栓など）、舗装の損傷が激しい箇所、誘導ブロックが未整備な箇

所などが散見されます。 

高齢者や障がい者などにおいては介助なしでは歩行が困難な区間が多くあり、また、ベ

ビーカーなどの利用も困難な箇所が多くあるため、安全な歩行環境の確保が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 誘導ブロック付近の障害物       写真 歩道の損傷による段差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 歩道の急勾配         写真 複雑な誘導ブロックの配置  
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３）建築物 

比較的新しく整備された公共施設においては、障がい者用の駐車スペースの確保やスム

ーズにアクセス可能な出入り口などが確保されている一方、多くの公共施設においては駐

車場から施設への動線上の問題点（凹凸や段差など）や出入り口などの問題点を抱えるケ

ースが散見されます。 

不特定多数の人びとに特に多く利用される施設や高齢者・障がい者などが頻繁に利用す

る施設などにおいては施設に関するバリアフリー上の問題点の解消が必要です。 

また、公共施設に係わらず、多くの利用がみられる公益施設・商業施設・医療施設などに

おいても、運営する事業者との協議・調整を図りながら、適切な環境確保が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 図書館のスロープ上の段差        写真 図書館の開き戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 保健相談センター入口のマットの段差 

 

４）交通安全施設 

歩行者用の信号機について、音響付きの信号機を整備する箇所は市街地内でも三沢市役

所前の数箇所に留まっており、障がい者（特に盲ろうの方など）には安全な移動環境の確

保が必要です。 

特に移動が多くみられる経路上の信号機については、現示時間の調整なども含めて、音

響付きなどの環境改善が必要です。 
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５）その他機能等 

公園について、市街地内の公園においては、入口や園路などの段差や急勾配、通路の幅

が確保され、水飲み場やトイレ等の施設はバリアフリー化されていない箇所は利用しやす

い公園のための改善等の検討が必要です。 

路外駐車場について、市街地に立地する市営駐車場については、障がい者用駐車スペー

スなども確保されており、一定程度のバリアフリー化は進められているものの、周辺施設

へアクセスするための通路などが不十分であり、駐車場から施設までの動線を考慮した連

続性の確保が必要です。 

案内情報について、文字・イラストなどが小さく見えづらいものや多言語化が不十分な

ものなどが散見されるため、わかりやすい案内情報への見直しが必要です。 
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２．バリアフリー化に向けた基本理念及び基本方針 

（１）バリアフリー化に向けた基本理念 

上位計画におけるまちづくり等の考え、及びバリアフリー化に向けて求められる役割に基

づくとともに、課題等を踏まえて、バリアフリー化に向けた基本理念を定めます。 

 

 

図 バリアフリー化に向けた基本理念 

  

上位計画（三沢市総合振興計画）における考え

【基本理念】未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市

〇大綱として「安心な暮らし」「快適な暮らし」「豊かな暮らし」の3つを掲げ、誰

もが安全・安心に暮らし続けることができるまちづくりを推進しています。

〇また、国際文化都市として、三沢市の特色を活かしながら市内及び市外における活

発な交流を推進しています。

バリアフリー化に向けて求められる役割

〇移動に制約がある方をはじめとして、誰もが円滑に移動することができる生活環境

を確保することで、安全・安心・快適な暮らしを構築することが求められます。

〇公共交通との一体的な取組により、多くの都市機能が立地する市街地と交通拠点の

円滑に移動することができる環境を確保することが求められます。

バリアフリーに係る総合的な課題

〇市内外の誰もが国際文化都市と

して快適に“交流できる”まち

づくりを推進します。

〇移動等に制約がある人々の生活

実態等に応じた、暮らしやすい

まちづくりを推進します。

バリアフリー化に向けた基本理念

誰もが支えあい、安全・安心に移動し、幸せに暮らせるまちを目指して

〇高齢者、障がい者、妊産婦・子育て世代、他国籍の方などの移動等に不便を感じ

る人々が暮らしやすいまちは、全ての人々にとって暮らしやすいまちの実現に繋

がるものと考えられます。

〇共生社会の実現に向けて、移動等に不便を感じる人々が暮らしやすい生活環境を

確保することで、誰もが支えあい、安全・安心に移動し、幸せに暮らせるまちを

目指します。

〇三沢市のまちづくりのスローガンとして掲げる「国際文化都市」の実現に向けて、

人びとの交流の起点・中心となる交通拠点や中心市街地において、都市機能（施

設等）や道路機能、公共交通ネットワークなどの一体的なバリアフリー化を進め、

円滑な交流がうまれるまちづくりを推進します。



41 

（２）バリアフリー化に向けた基本方針 

前項に示したバリアフリー化に向けた基本理念を踏まえて、具体的な取組の方向性等を示

す基本方針を示します。 

 

 
図 バリアフリー化に向けた基本方針  

バリアフリー化に向けた基本理念

誰もが支えあい、安全・安心に移動し、

幸せに暮らせるまちを目指して

バリアフリー化に向けた基本方針

ソフト面

〇誰もがお互いに尊重し、理解と協

力により、社会的障壁をできる限

り無くしていくための心のバリア

フリー）について理解を深めるこ

とが重要。

ハード面

〇旅客施設や公共施設等における環

境整備、歩道空間や連続性の確保

など、施設の課題改善が必要。

基本方針１：心のバリアフリーの推進

基本方針２：施設のバリアフリー化の推進

基本方針３：計画的な事業の実施

基本方針４：継続的な運営体制の確立

〇都市環境や移動環境などのハード面の整備では対応しきれないバリアにおいては、

人と人との支え合い・助けあいなどのソフト面での対応に繋げられるように、人

びとの「心のバリアフリー」を推進します。

〇市民や市職員、団体・事業者等を対象として、福祉やバリアフリーなどに関する

講演・セミナーなどの啓蒙活動・イベント等を引き続き推進します。

〇特に今後の三沢市を支える子どもたち（小学生・中学生など）を対象とした取り

組みの推進など、将来を見据えた取り組みについても引き続き推進します。

〇移動等の円滑化に関連すると考えられる「公共交通」「道路」「建築物」「駐車

場」「交通安全施設」に分類し、一体的な整備を推進します。

〇施設の改修・新設等にあたっては、国が定める移動等円滑化基準及び青森県が示

す「青森県福祉のまちづくり条例 整備マニュアル」等に示される基準に適合さ

せます。

〇市全域のバリアフリー化は多大な時間と費用が必要となります。限られた予算に

よりバリアフリー化を推進します。

〇効率的・効果的に事業を推進するため、市民の生活実態・地域の特性等に応じて

優先度を設定し、施設の更新等に合わせて計画的・段階的にマスタープランによ

る事業を推進します。（移動等円滑化促進地区の設定）

〇計画の策定から事業の推進までを滞りなく進めるとともに、事業内容や進捗状況

等について適切に評価・管理し、必要に応じて見直しなどを図るなど、継続的な

取り組みとして推進するために、市民・関係団体・交通事業者・行政により組織

する「三沢市移動等円滑化促進協議会」により継続的に計画を運営・運用します。
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（３）心のバリアフリーに係る取り組みの方向性 

前項のバリアフリー化に向けた基本方針 1 に示したとおり、誰もが暮らしやすいまちをつ

くるため、都市環境や移動環境などのハード面の整備だけではなく、人と人がお互いに支え

合い・助け合う「心のバリアフリー」にあふれたまちづくりを進めます。 

三沢市ではこれまでも福祉やバリアフリーなどに関する講演・セミナーなどの啓蒙活動や、

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機としたパラアスリートとの

交流イベントなど、さまざまな活動を実施しています。 

今後も引き続き啓蒙活動・イベント等を開催して、人と人との心のバリアフリー化を推進

するとともに、今後の三沢市を支える子どもたち（小学生・中学生）を対象とした取り組みな

ども推進することにより、誰もが「心のバリアフリー」の意識をもち、相互に支え合うことが

できるまちづくりを推進します。 

 

表 心のバリアフリーの取り組み 

対象項目 取り組み 

啓発・広報の推進 

・広報紙やホームページ等による周知活動 

・ワンポイント手話講座、手話通訳奉仕員養成講座 

・ヘルプマークやマタニティマーク等の普及を通じた周知活動 等 

教育活動の推進 

・小・中学生の教育プログラム（ユニバーサルマナー教室、小学生絵

画コンクール） 

・行政機関及び企業等の職員教育セミナー 

・疑似体験型イベント（公共交通、パラスポーツ） 等 

社会参加の推進 
・福祉アンテナショップ開催、認知症カフェ開催、障がい者スポーツ

支援 等 
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心のバリアフリーについて 

・街なかでは、施設への「エレベーター」の整備や「障がい者用駐車場」の設置、歩道の「点字

ブロック」「案内情報」の整備、多様なニーズに合わせた「多機能トイレ」の整備など、高齢

者や障がいのある方などが使いやすいようにハード面でのバリアフリー化が広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 市内のバリアフリーの対応状況 

（左：障がい者用駐車場、中央：点字ブロック、右：多機能トイレ） 

・しかし、バリアフリーの設備を整備するだけでは社会のバリアはなくなりません。 

・バリアフリーの設備があっても、障がいのある方に対する無関心や誤解、何気なく行ってい

る行動や発言などが「意識上のバリア」を作ってしまうことがあります。 

・バリアフリーな社会にするためには、こうした「意識上のバリア」をなくすことも重要です。 

・こうした意識上のバリアをなくすために大切なのが、一人ひとりの“心のバリアフリー”です。 

・たとえば、右図のような場面に出くわ

したら、あなたならどうしますか？ 

「〇〇しましょうか？」 

バリアがあって困っている人に気づい

たときには、声をかけてみましょう。 

「何かお困りでしょうか？」 

困っていそうだけれど何に困っている

かわからない、どんなことをすべきなの

かわからない、そんなときは手伝いが必

要か声をかけてみましょう。 

・手伝おうと思っても断られることもあ

るかもしれませんが、相手の気持ちを尊

重しましょう。あなたのお気持ちはしっ

かり伝わります。 

・また、声をかけてくれた方は勇気を出して声をかけたかもしれません。 

・「ありがとう。でも今日は大丈夫」など、断るときのひと言で“心のバリアフリー”は広がります。 

・障がいのある人もない人も、お互いに尊重しあいながら自然に交流することができる「共生社

会」の実現のため、市民一人ひとりが“心のバリアフリー”に取り組むことが重要です。 
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（４）施設のバリアフリー化の方向性 

前項のバリアフリー化に向けた基本方針 2 に示したとおり、各施設ごとの整備の方向性を

示します。 

各施設の新規及び改修の整備にあたっては国が定める移動等円滑化基準及び青森県福祉の

まちづくり条例等に基づくものとし、高齢者・障がい者等が利用しやすい利用環境の構築を

推進します。 

 

１）公共交通 

①旅客施設について 

三沢駅・三沢空港においては、施設管理者で連携を図り、高齢者・障がい者等が利用し

やすい歩行経路整備等により、安全・安心な移動の確保に努めるとともに、適切な案内

表示や乗り換え情報の提供など、わかりやすい情報提供に努めます。 

 

②車両等について 

鉄道について、車両やホームなどの利用環境においては、車両更新やホーム改修のタ

イミングなどにおいて、利用しやすい環境へ改善に努めます。 

路線バス・コミュニティバス・タクシーにおいては、低床車両や UD（ユニバーサルデ

ザイン）車両などの導入を更新のタイミングなどにおいて推進します。 

バス停について、特に利用が多いバス停は上屋やベンチ等、利用しやすい待ち合い環

境の構築に努めます。 

なお、車両の導入は一定の時間を要するため、事業者による社員教育などを推進し、

声掛けなどの心のバリアフリーの推進も進めます。 

 

２）道路 

市民が頻繁に利用する歩道においては、車いす利用者等が移動しやすいように、充分

な歩道幅員を確保するように努めるとともに、歩道の段差解消や移動しやすいこう配へ

の改善に努めます。 

歩道上の誘導用ブロックについて、未整備な区間や剥がれなどがみられる区間におい

ては連続性の確保に努めます。 

歩道上の看板や自転車など、歩行の妨げとなる障害物などについて、歩行環境の改善

に努めます。なお、当取り組みについては、施設等への注意喚起のほか、バリアフリー

に対する市民の意識醸成なども関連することから、心のバリアフリーの取り組みも含め

た対応を検討します。 

横断歩道上においては、段差の解消を図るとともに、溝幅の狭いグレーチング（格子

状の側溝のふた）の整備の推進に努めます。 

歩道がない道路においては、安全に移動することができるように適切な路面標示を行

うなど維持管理に努めます。 
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３）建築物 

市民が頻繁に利用する施設等においては、出入り口付近の段差の解消を図るととも

に、移動しやすいこう配への改善に努めます。また、車いす利用者等が移動しやすい建

具への改善に努めます。 

施設等から駐車場の経路については、移動の動線を考慮して移動しやすい環境への改

善に努めます。 

既存の建築物のうち、バリアフリー化が十分ではない箇所においては、管理者等との

協議の上で、必要に応じ、かつ可能な範囲でのバリアフリー化に努めます。 

 

４）交通安全施設 

移動等円滑化促進地区において生活関連経路として設定する経路上の信号機について

は、音響付きのものとするなど、関係機関等と協議の上、可能な範囲でのバリアフリー

化に努めます。 

 

５）その他機能等 

①公園について 

公園では、車いす利用者等が入りやすい出入り口の確保や、移動しやすい園路の幅員

の確保などに努めます。また、歩行経路上の段差解消を図るとともに、移動しやすいこ

う配への改善に努めます。 

水飲み場及びトイレなどについて、設備の利用状況などを勘案しながら、可能な範囲

でバリアフリー化に努めます。 

 

②路外駐車場について 

路外駐車場のうち、障がい者等の優先駐車場が整備されていない場合、優先駐車場の

整備の推進に努めます。 

車いす利用者等も移動しやすい出入り口や十分な歩行経路の幅員の確保などに努める

とともに、歩行経路上の段差の解消及び移動しやすいこう配への改善に努めます。 

 

③案内情報について 

案内情報について、わかりやすさを考慮した文字・イラスト等（ピクトグラムなど）

の配置や多言語表示などに努めます。 

移動等円滑化促進地区においては、施設や経路などのバリアフリー対応状況等を示し

たバリアフリーマップを作成し、利用者及び市民に対するバリアフリー化の状況等の周

知・広報を図ります。 
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表 施設のバリアフリー化の取り組み 

対象項目 取り組み 

公共交通 

■旅客施設 

・施設間で連携し、歩行経路等の段差・急勾配の解消、幅員の確保に努

める。 

・既存建築物は可能な範囲でバリアフリー化に努める。 

・乗り換え案内などわかりやすい情報提供（点字・多言語など）に努め

る。 

■車両等 

・車両更新のタイミング等で利用環境の改善に努める。 

・利用が多いバス停は上屋及びベンチの設置など利用しやすい環境に

努める。 

道路 

・歩行経路等の段差・急勾配の解消、幅員の確保に努める。 

・歩行経路等の溝幅が広いグレーチング蓋は溝幅が狭いタイプの交換

などに努める。 

・歩道の視覚障がい者用誘導ブロックの老朽化や未整備箇所の改善に

努める。 

・歩道が無い区間は路面標示など安全確保に努める。 

・歩道上の障害物移動や撤去などにより歩行空間の確保に努める。 

建築物 

・建替え増改築時にはバリアフリーの基準に適合した施設整備に努め

る。 

・既存建築物は可能な範囲でバリアフリー化に努める。 

・案内表示などわかりやすい情報提供（点字・多言語など）に努める。 

・トイレの洋式化や可能な範囲で多目的トイレの設置に努める。 

交通安全施設 ・歩行者が多い交差点の信号機は音響付きにするなど改善に努める。 

その他機能等 

■公園 

・出入口や歩行経路の段差・急勾配の解消、幅員の確保に努める。 

・水飲み場及びトイレ等のバリアフリーの機能の充実に努める。 

■路外駐車場 

・障がい者等の優先駐車場の確保に努める。 

・歩行経路等の段差・急勾配の解消、幅員の確保に努める。 

■案内情報 

・案内表示などわかりやすい情報提供（点字・多言語など）に努める。 
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第５章 移動等円滑化促進地区の設定 
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１．移動等円滑化促進地区の設定に係る基本的な考え方 

（１）移動等円滑化促進地区の概要 

バリアフリー法では、旅客施設や高齢者や障がい者等の目的地となる施設等が集積する地

区などを移動等円滑化促進地区として設定し、当該地区において具体的な取組等を実施する

こととされています。 

移動等円滑化促進地区についてはバリアフリー法において要件が次のとおり定められてい

ます。 

 

〔移動等円滑化促進地区の設定要件〕 

①生活関連施設があり、かつ、それらの間の移動が通常徒歩で行われる地区 

〇基本方針では、原則として生活関連施設のうち旅客施設または特別特定建築物（官公

庁施設、福祉施設等）に該当するものが概ね３以上あることとしている。 

〇生活関連施設間の移動が通常徒歩で行われる地区とは、生活関連施設が徒歩圏内に集

積している地区としており、その「徒歩圏内」の考え方の目安として、面積約 400ha

未満の地区としている。 

〇旅客施設を含まない移動等円滑化促進地区の設定も可能である。 

 

②生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化の促進が特に必要な地区 

〇移動等円滑化促進地区は、その趣旨から、バリアフリー化を促進すべき地区であるこ

とが求められる。 

〇基本方針では、高齢者、障がい者等の移動や施設利用の状況、土地利用や諸機能の集

積の状況や、これらの将来の方向性の観点から総合的に判断し、一体的なバリアフリ

ー化の促進が特に必要な地区であることを求めている。 

 

③バリアフリー化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切な地区 

〇都市機能としては、高齢者、障がい者等に交流と社会参加の機会を提供する機能、消

費生活の場を提供する機能、勤労の場を提供する機能等があげられる。 

〇地区におけるバリアフリー化の促進が、このような様々な都市機能の増進を図る上で

有効かつ適切であると認められる地区であることが求められる。 

 

④境界の設定等 

〇移動等円滑化促進地区の境界は、町界・字界、道路、河川、鉄道等の施設、都市計画

道路等によって明確に表示して定めることが必要である。 

〇移動等円滑化促進地区の区域が市町村界を越える場合は、隣接市町村と連携してマス

タープランを作成する必要がある。 
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（２）移動等円滑化促進地区の設定に係る基本的な考え方 

地域特性等や国・上位計画等の考えを踏まえると、三沢市役所周辺地区・三沢駅・三沢空港

を中心として移動等円滑化促進地区を設定することが望ましいものと考えます。 

一方、三沢駅・三沢空港（関連施設含む）の周辺には目的地となる施設等が少なく、徒歩に

よる移動等の頻度が低い状況にあります。 

なお、三沢市役所周辺地区と三沢駅・三沢空港間については、路線バス・コミュニティバス

等が運行しており、拠点間のアクセス手段が確保されている状況にあります。 

以上のことから、主要な施設等が立地する三沢市役所周辺地区を移動等円滑化促進地区に

設定するとともに、主要な旅客施設である三沢駅・三沢空港については生活関連施設として

設定し、公共交通ネットワークによる連携を図ります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動等円滑化促進地区の設定に係る基本的な考え  

主要な都市機能が立地する「三沢市役所周辺地区」のほか、主要な旅

客施設であり市の玄関口となる「三沢駅」・「三沢空港」を加えた２

拠点を中心としてバリアフリー化の推進を図ることが望ましい

〔移動等円滑化促進地区の設定に係る基本的な考え方〕

○三沢市の中心であり市民の目的地となる都市機能等が多く立地する「三沢市役所周

辺」において移動等円滑化促進地区を設定する。

○市民の徒歩で移動が可能な範囲を考慮し、市の中心的な拠点である市役所から概ね

半径５００ｍの範囲を基本とする。

○三沢駅・三沢空港については当範囲に含まれないものの、市の主要な旅客施設であ

ることから、公共交通ネットワークによる移動等を考慮して生活関連施設に設定し、

一体的なバリアフリー化を推進する。

●三沢市役所周辺地区において移動等円滑化促進地区を設定

●三沢駅・三沢空港（関連施設含む）と三沢市役所周辺地区間の公共交通ネット

ワークによる連携を促進

三沢駅・三沢空港周辺の徒歩移動
〇三沢駅・三沢空港（関連施設含

む）周辺は、当該施設以外に市民

の目的地となる施設等が少なく、

徒歩移動の頻度が低い

公共交通の運行状況

〇三沢駅・三沢空港には三沢市役所

周辺地区から路線バス・コミュニ

ティバスが運行しており、公共交

通によるアクセス手段が確保され

ている

地域特性・市民意向

〇三沢市役所周辺地区は市民の生活の中

心となる地域

〇市役所周辺・交通拠点においてバリア

フリーの重要性が高いと認識

国の考え、上位関連計画の考え方

〇旅客施設や公共交通、建築物などの移

動等円滑化の推進が必要

〇公共交通の取り組みとの整合を図る上

で、三沢市役所周辺と三沢駅・三沢空

港の2拠点は重要
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２．生活関連施設・生活関連経路の設定 

（１）生活関連施設の設定 

１）生活関連施設の選定基準 

基本的な考えに示したとおり、当該地区は三沢市役所周辺地区において設定することと

し、市役所からの徒歩圏域（500ｍ程度）を基本として境界を設定することを考えます。 

なお、バリアフリー法において生活関連施設とは、高齢者・障がい者等が日常生活にお

いて利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設、その他の施設等と規定されており、常に不

特定多数が利用する施設等が対象となります。 

市民アンケート調査結果から得られた日常的な移動実態なども勘案しつつ、生活関連施

設の対象として以下の施設分類を対象とすることとし、また、市役所を中心として 500ｍ

圏域に含まれていることや施設規模等も踏まえて対象となる施設を選定します。 

また、基本的な考えに示したとおり、三沢駅・三沢空港についても生活関連施設として

設定することとしますが、当該施設に隣接する施設等も含めて生活関連施設に設定するこ

とにより、利用者の更なる利便性の向上を図ります。 

 

〔生活関連施設の設定の基本的な基準〕 

【三沢市役所周辺地区】 

〇三沢市役所から半径 500ｍ（徒歩圏域）に含まれる施設 

〇常に多数の人が利用する施設、高齢者・障がい者等が常時利用する施設 

施設分類：公共施設、文化施設、福祉施設、商業施設、医療施設、公園、路外駐車場 

【三沢駅・三沢空港】 

〇三沢駅・三沢空港及び駅舎・ターミナルに隣接する施設 
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２）生活関連施設の設定 

前項の選定基準に基づき設定した生活関連施設を下表に示します。 

 

表 生活関連施設の設定 

施設分類 選定基準 

行政施設 

三沢市役所、上下水道庁舎、市民活動ネットワークセンター（そ

だなす館）、三沢市勤労青少年ホーム、三沢市働く婦人の家、三沢

公共職業安定所（ハローワークみさわ）、三沢警察署 

旅客施設 

三沢駅（駅前広場交通ターミナル、駅前交流プラザみーくる、駅

前広場東口駐車場を含む）、三沢空港（第 1 駐車場、第 2 駐車場

を含む） 

文化施設 三沢市立図書館、三沢市公会堂、三沢市武道館 

福祉施設 

三沢キッズセンターそらいえ、三沢市保健相談センター、三沢市

総合社会福祉センター（いきいきデイセンター、おおぞら児童セ

ンターを含む）、三沢市中央保育所、三沢市中央社会福祉センター 

商業施設 スカイプラザミサワ、三沢市野菜集出荷場（みさわやさい市場） 

公園、運動施設 中央公園、なかよし公園、三沢市アメリカ広場、三沢市武道館 

路外駐車場 三沢市幸町駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 生活関連施設  

市役所周辺 

三沢駅周辺 

三沢空港周辺 
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（２）生活関連経路の設定 

バリアフリー法において、生活関連経路は生活関連施設間を徒歩で移動する経路として

規定されます。 

なお、高齢者や障がい者等が徒歩で安全・安心に移動できることを念頭にする場合、経

路上には歩道が設置されていることが望ましいと考えられるため、歩道が設置される道路

を優先的に生活関連経路に設定します。 

ただし、歩道が設置されていない道路においても、市民アンケート調査やまちあるき調

査などにより把握している市民の移動実態等を踏まえて生活関連経路に設定するほか、施

設へのアクセス路となる道路においても同様に生活関連経路に設定します。 

なお、三沢駅周辺及び三沢空港周辺については、施設間の移動（駅舎～みーくる間、ター

ミナル～駐車場間など）が想定されることから、施設間の経路についても生活関連経路と

して設定します。 

以上を踏まえて、設定した生活関連経路については下図のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 生活関連経路 

 

  

市役所周辺 三沢空港周辺

三沢駅周辺
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３．移動等円滑化促進地区の設定 

移動等円滑化促進地区の設定要件に示されているとおり、地区の境界については町界・字

界、道路、河川、鉄道等の施設などの地形・地物や、都市計画道路等の将来的な道路整備の可

能性などを考慮して設定することとされています。 

三沢市街地においてはこれまで都市計画マスタープランや中心市街地活性化基本計画など

に基づき各種取組を実施してきており、今後も計画的にまちづくりが行われるエリアである

など、当該地区の設定にあたってはこうしたまちづくりの考えとも連携を図ることが必要で

す。 

中心市街地活性化基本計画の中では中心市街地の具体的な区域を設定しており、当該計画

の計画期間は終了しているものの、都市計画マスタープラン等において引き続きまちづくり

を推進します。 

また、市役所周辺地区は主な公共施設が集積し、三沢まつりやアメリカンデーなどのイベ

ントの際には多くの人で賑わい、コミュニティバスや路線バス等アクセスが集積しているエ

リアであることから、市役所周辺を中心市街地として範囲を設定しました。 

以上のことから、前項までに整理した生活関連施設及び生活関連経路の設定を踏まえると

ともに具体的な範囲を設定します。 

各地域における具体的な設定範囲については次頁に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 移動等円滑化促進地区  

三沢市役所周辺 

（移動等円滑化促進地区） 

三沢駅等 
（生活関連施設） 
※飛び地 

三沢空港等 
（生活関連施設） 
※飛び地 

〇三沢市役所周辺地区を移動等円滑化促進地

区に設定します。 

〇三沢空港・三沢駅については、単独の移動等

円滑化促進地区では無く、三沢市役所周辺の

「飛び地」として取扱うこととなります。 
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図 移動等円滑化促進地区の設定範囲  

三沢市役所周辺 

（移動等円滑化促進地区） 

三沢駅等 

（生活関連施設） 

三沢空港等 

（生活関連施設）
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第６章 バリアフリーマスタープランの推進 
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１．届出制度について 

マスタープランが策定・公表された後、「旅客施設及び旅客施設に面する道路※」におい

て改良等を行う場合には、制度に基づき当該行為に着手する 30 日前までに市へ届け出す

ることが義務付けられます。 

対象となる施設・道路等については以下のとおりです。 

※道路は生活関連経路である道路法による道路 

表 届出制度の概要 

項目 内容 

対象となる施設 旅客施設及び旅客施設に面する道路 

対象となる範囲 

【旅客施設】政令第 25 条第 1 号 

〇他の旅客施設との出入口 

〇生活関連経路を構成する道路法による道路又は三沢市が指定す

る一般交通用施設との出入口 

〇バリアフリールートの出入口 

【道路】政令第 25 条第 2 号 

〇生活関連旅客施設の出入口又は三沢市が指定する生活関連経路

を構成する一般交通用施設 

届け出の期限 改良等の行為に着手する 30 日前まで 

届け出の窓口 三沢市 政策部 政策調整課 

 

 

図 届出対象のイメージ 
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２．バリアフリー化に係る情報の収集・提供について 

バリアフリー法では、市がバリアフリーマップの作成をマスタープランに明記した場合、

各施設の管理者等は市の要求に応じて、バリアフリーの状況について情報提供することが

規定されています。（旅客施設及び道路においては義務、建築物・公園・路外駐車場につい

ては努力義務） 

バリアフリー化に関する基本的な方針に示したとおり、マスタープランに基づきバリア

フリーマップを作成するため、各施設の管理者等は市の要求に応じてバリアフリーの状況

について情報を提供することが必要となります。 

なお、バリアフリーマップの更新時も同様となります。 

 

３．バリアフリーマスタープランの管理・推進体制 

（１）バリアフリーのまちづくりの進め方 

マスタープランに示す方針・考え等に基づき、移動等円滑化促進地区内・外それぞれの

バリアフリー化の進め方について示します。 

 

１）移動等円滑化促進地区 

バリアフリー法で示される移動等円滑化促進地区の設定要件に基づき、三沢市における

バリアフリーのまちづくりを実現するためのモデル的な取り組み地区として、移動等円滑

化促進地区を設定し、優先的にバリアフリー化を推進します。 

 

２）生活関連施設以外の施設や移動等円滑化促進地区以外のエリア 

移動等円滑化促進地区の整備を優先的に進めますが、その他の施設及びエリアのバリア

フリー化を妨げるものではありません。その他の施設及びエリアにおいても、移動等円滑

化促進地区で得られたノウハウ等を活用し、市域全体でのバリアフリー化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バリアフリーのまちづくりの進め方  

三沢市バリアフリーマスタープラン

移動等円滑化促進地区
生活関連施設以外の施設や移動
等円滑化促進地区以外のエリア

〇移動等円滑化（バリアフリー化）
整備方針に基づき、優先的にバリア
フリー化を推進

〇個別の案件ごとに対応

〔バリアフリー化の基本方針〕

誰もが支えあい、安全・安心に移動し、幸せに暮らせるまちを目指して
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（２）関係主体の基本的な役割 

マスタープランの推進にあたっては、行政・事業者・市民等がそれぞれの役割を担うと

ともに、相互に連携・協働し合って推進することとします。 

 

 
図 各主体の役割 

  

市民

事業
者

行政

〇道路や施設等を利用する立場
から、バリアフリー化に向け
て改善が必要な点の発案など
を行う。

〇心のバリアフリーにおいては、
行政や事業者とも連携しなが
ら、市民全体の意識醸成に向
けた取り組みの推進を図る。

〇マスタープランに示す内容に
基づき、市とも連携を図りなが
ら着実に取り組みを推進する。

〇市の要望に応じて可能な範囲で
の情報提供・共有を図る。

〇マスタープランの管理・進行等の役割を担い、各種
取り組みの進捗管理・評価・見直し等を行う。

〇関係する担当課の間においては横断的に情報共有を
図り、一体的な取り組みの推進を図る。

〇一体的なバリアフリー化の促進に向けて、道路管理
者や施設管理者等に対して、施設の更新・新設等の
タイミングでバリアフリー化を進めるように働きか
けを行う。
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（３）管理・推進体制 

市民代表や有識者、行政機関、交通事業者、関係団体等からなる「三沢市移動等円滑化促

進協議会」による管理のもと、マスタープランの推進及び事業の進捗状況の確認などを行

い、マスタープランの着実な実行を進めます。 

また、マスタープランについては、PDCA サイクルに基づき事業の実施状況などについ

て効果検証・分析等を行うとともに、地域状況・社会情勢等の変化等の分析等を行い、必要

に応じてマスタープランの更新を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan Do 

Action Check 

PDCA 

サイクル 

計画（Plan） 

地域の現状や公共交通の実態を把握し、そ

れを基に、誰が・何を・いつまでに・どの

ようにすべきなのかを計画として定める。 

<内容> 

・マスタープランの策定など 

実行（Do） 

定めた計画に基づいて、各種施策・事業を実

施するとともに、適切に進捗管理を実施。 

<内容> 

・各主体が施策・事業を実施 

・計画全体及び施策・事業の進捗管理 

改善（Action） 

検証の結果を基に、施策・事業の改善・見

直しを行い、より地域の実態に沿った内容

へ計画をブラッシュアップする。 

<内容> 

・マスタープランの改善・見直し 

・施策・事業の改善・見直し 

検証（Check） 

施策・事業のモニタリング及び効果測定に

よる検証・分析を行い、改善・見直しすべ

き内容を検討。 

<内容> 

・施策・事業の効果測定（各種調査の実施） 

・改善・見直しのポイントを整理 
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巻末資料 
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１．三沢市移動等円滑化促進協議会 

（１）三沢市移動等円滑化促進協議会 設置要綱 

                             （令和元年５月２０日） 

（設置） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。

以下「法」という。）に基づき、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性

及び安全性の向上の促進を図るため、法第２４条の２に規定する移動等円滑化促進方

針（以下「バリアフリーマスタープラン」という。）を策定又は実施に係る連絡調整を

行うため、法第２４条の４に規定する「三沢市移動等円滑化促進協議会」（以下「協議

会」という。）を設置する。 

（委員の所掌事務） 

第２条 協議会委員は、次に掲げる事項を行う。 

⑴ バリアフリーマスタープランの策定及び変更に関する事項等に関し、専門的又は総合

的な立場から意見を述べること。 

⑵ バリアフリーマスタープランの実施（実施の状況についての調査、分析及び評価）に

係る連絡調整に関する事項に関し、専門的又は総合的な立場から意見を述べること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員３０名以内をもって組織する。 

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する。 

⑴ 大学・研究機関の学識経験者 

⑵ 利用者等団体を代表する者 

⑶ 交通事業者を代表する者 

⑷ 商業施設・町内会を代表する者 

⑸ 関係する施設設置管理者を代表する者 

⑹ 関係行政機関及び市の職員 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために市長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、原則として１年とし、再任を妨げない。ただし、役職により協議会の委

員となった者の任期は、その職にある期間とする。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第５条 協議会に次に掲げる役員を置く。 

⑴ 会長 １人 

⑵ 副会長 １人 

２ 会長は委員の互選によってこれを定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長に事故がある場合には、副会長がその職務を代理する。 
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（協議会の運営等） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、市長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 委員は、自ら会議に出席することができないときは、代理の者を出席させることがで

きる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、

その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に資料を提出させ、又は会議

への出席を依頼し、助言を求めることができる。 

（会議結果の取扱い） 

第７条 市長は会議において整った事項について、その結果を尊重し、意見の反映に努めるも

のとする。 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を処理するため、三沢市政策部政策調整課に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、市長が定めたものをもって充てる。 

３ 事務局に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

 この要綱は、令和元年５月２０日から施行する。 
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（２）三沢市移動等円滑化促進協議会 委員名簿 

表 三沢市移動等円滑化促進協議会 委員名簿（2019-2020 年度） 1/2 

No. 種別 団体・機関等名 職氏名 

1 学識経験者 八戸工業大学 
准教授 

安部 信行 

2 利用者代表 
社会福祉法人 
三沢市社会福祉協議会 

事務局長 

河村 一典 

3 利用者代表 
社会福祉法人 楽晴会 
障害者就労トライアルセンターボイス 

管理者 

中岫 優介 

4 利用者代表 
NPO 法人 
障害者地域生活支援センターぴあ 

主任 

織笠 真樹 

5 利用者代表 青森県車いすテニス協会 
会長 

橘 信宏 

6 利用者代表 三沢市老人クラブ連合会 
会長 

蛯名 義正 

7 利用者代表 三沢市連合 PTA 
副会長（2019） 会長（2020） 

小向 香織 小向 香織 

8 利用者代表 三沢市子ども・子育て会議 
会長 

林 光利 

9 交通事業者 青い森鉄道株式会社 
三沢駅駅長 

廣沼 高明 

10 交通事業者 十和田観光電鉄株式会社 
常務取締役運輸事業部長 

加賀 精二 

11 交通事業者 三沢市タクシー協会 
会長 

向中野 貢 

12 交通事業者 三沢空港ターミナル株式会社 
参事 

宮古 直志 

13 商業・町内会 三沢市商工会 
事務局長 

立崎 裕輔 
（2019） 

事務局長 

山内 修一 
（2020） 

14 商業・町内会 一般社団法人三沢市観光協会 
事務局長 

門上 芳彦 

15 商業・町内会 三沢市連合町内会 
事務局長 

藤田 光彦 

16 関係行政機関 

国土交通省 東北運輸局 
交通政策部消費者行政・情報課（2019） 

国土交通省 東北運輸局 青森運輸支局 
企画調整部門（2020） 

課長 

荒関 保 
（2019） 

主席運輸企画専門官 

長内 誠 
（2020） 

17 関係行政機関 国土交通省 東京航空局 三沢空港事務所 
空港長 

石黒 健次 
（2019） 

空港長 

長内 幸二 
（2020） 

18 関係行政機関 青森県企画政策部交通政策課 
課長 

奈良 浩明 
（2019） 

課長 

舩木 久義 
（2020） 

19 関係行政機関 三沢警察署交通課 
課長 

宝田 喜章 
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表 三沢市移動等円滑化促進協議会 委員名簿（2019-2020 年度） 2/2 

No. 種別 団体・機関等名 職氏名 

20 関係行政機関 
青森県上北地域県民局 
地域整備部道路施設課 

課長 

榊 明彦 
（2019） 

課長 

若松 寛 
（2020） 

21 関係行政機関 三沢市政策部 
部長 

山本 剛志 
（2019） 

部長 

佐々木 亮 
（2020） 

22 関係行政機関 三沢市福祉部 
部長 

田面木 るり子 
（2019） 

部長心得 

篠田 浩一 
（2020） 

23 関係行政機関 三沢市建設部 
部長 

澤田 潤 
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２．ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について 

・持続可能な開発目標（Substainable Development Goals）とは、２０１５年９月の国連サ

ミットで採択された「持続可能な開発のための０３０アジェンダ」にて掲載された２０３０

年までに継続可能でよりよい世界を目指す国際目標であり、17 の国際目標・169 のターゲ

ットから構成され、地球上の「誰一人取り残されない（leave no one behind）」ことを誓っ

ています。 

・ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なもので

あり、日本としても積極的に取り組んでいます。 

・この取り組みはバリアフリーも関連するものであり、特に「目標 11 持続可能な都市」の中

では、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障がい者及び高齢者等に対して安全で容易に利用

できるアクセス手段の確保や公共スペースの提供などが定められています。 

・このため、マスタープランに基づき取り組みを進めることは、SDGｓの推進に資するものと

なり、より良い地域・国・世界の実現に向けたものになります。 
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３．用語集 

 

 用語 説明 

あ行 移動等円滑化 ○高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担

を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利

便性及び安全性を向上すること。 

か行 共生社会ホストタウ

ン 

○2020 年東京大会の開催により、多くの選手・観客等が来

訪する機会を国全体で最大限生かし、日本の自治体と、

2020 年東京大会に参加する国・地域の住民等が、スポー

ツ、文化、経済などの多様な分野において交流し、地域の活

性化等に活かす。 

交通バリアフリー法 

（基準：移動円滑化

基準） 

○「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円

滑化の促進に関する法律」（平成 12 年 5 月 17 日公布、同

年 11 月 15 日施行）。駅などの旅客施設や車両等に新たに

建設、導入をする場合等に移動円滑化基準への適合が義務

づけられた。 

○市町村が、駅とその周辺の道路、信号機などを一体的にバリ

アフリー化するための仕組み（基本構想制度）が設けられた

法律。 

心のバリアフリー ○障害の有無にかかわらず、高齢になっても、どんな立場で

も、安心して自由に生活をするために、一人ひとりがバリア

を感じている人の身になって考え、行動を起こすこと。 

さ行 サイン ○見る人に対し情報を伝えるための表示物、また、建築物のシ

ンボルとしての役割も果たすもの 

な行 ノンステップバス ○地上面から床面までの高さは概ね３０ｃｍ以下であり、バ

リアフリー新法の移動等円滑化基準に適合するバス。 

○ニーリング機能：ノンステップバスは、エアサスペンション

（空気バネ）を採用する事により乗降時に車高を下げて歩

道との段差を少なくする「ニーリング機能」が装備されてい

る。 

は行 ハートビル法 

（基準：利用円滑化

基準） 

○「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建

築の促進に関する法律」（平成 6 年 6 月 29 日公布、同年 9

月 28 日施行 ）。デパートやスーパーマーケット、ホテルな

ど、不特定多数の者が利用する建築物を特定建築物とし、そ

の建築主は建物の出入口や階段、トイレなどに、高齢者や身

体障害者等などが円滑に利用できるような措置を 講じる

ように努めなければならないこととした法律。【改正】（平成

14 年 7 月 12 日公布、平成 15 年 4 月 1 日施行） 

○不特定でなくとも多数の者が利用する学校や事務所、共同

住宅などを特定建築物とした。また、特別特定建築物の建築

をする場合等に利用円滑化基準への適合が義務づけられ

た。 
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 用語 説明 

は行 白杖 ○視覚障害者が歩行の際に、前方の路面を触擦して使用する

白い杖。身体障害者福祉法や福祉用具の分類における名称

は盲人安全つえ。 

○高い所にある障害物でも超音波センサーで認識できる視覚

障害者向けの電子白杖が、国産品として初めて開発され、外

国産の半額程度のコストダウンに成功している。 

バリアフリー 

(Barrier free) 

○バリアフリーの「バリア」とは、英語で障壁（かべ）という

意味で、人々の移動時に障壁となっているバリアをなくす

（フリーにする）こと。 

○「バリアフリー社会」を実現するためには、障害のある人を

とりまく４つの「バリア」を取り除くことが必要といわれ、

４つのバリアとは、物理的、制度的、文化・情報面、意識上

のバリアがあります。 

バリアフリー法 

（基準：移動等円滑

化基準＝利用円滑化

基準＋移動円滑化基

準） 

○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

（平成 18 年 6 月 21 日公布、同年 12 月 20 日施行）の

通称名。一体的・総合的なバリアフリー施策を促進するため

に、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した法

律。 

ピクトグラム ○「絵文字」「絵単語」を表す。２色で表したい概念を単純な

図として表現。車いすや非常口が有名。 

ホームドア ○駅のホームで線路に面する部分に設置された可動式の開口

部を持った仕切り。ホーム上の利用者への安全対策の一つ

で、線路内への転落事故や列車との接触事故を未然に防ぐ。 

○ホームドアは床面から天井までを完全に被うタイプ。また、

可動式ホーム柵は高さが床面から腰高程度のタイプ。 

や行 （視覚障害者）誘導

用ブロック 

○視覚障害者が足裏の触感覚で認識できるよう、突起を表面

につけたもので、視覚障害者を安全に誘導するために地面

や床面に敷設されているブロック（プレート）のこと。 

UD タクシー ○健常者はもちろん、足腰の弱い高齢者、妊娠中の女性、ベビ

ーカー使用者なども含め、みんなが使いやすい新しいタク

シーのこと。 

○予約制の福祉限定による利用に限らず、誰もが利用できる

ユニバーサルデザイン構造になっており、車いす利用者は

そのままでの乗車が可能な構造になっている。 
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 用語 説明 

や行 ユニバーサルデザイ

ン 

(Universal design) 

○年齢、性別、国籍、個人の能力に関わらず、始めからできる

だけ多くの人が利用可能なように、利用者本位、人間本位の

考え方に立って、快適な環境をデザインすること。 

○ユニバーサルデザインは、①公平性（誰にでも公平に利用で

きること）、②自由度（使う上で自由度が高いこと）、③簡単

（使い方が簡単ですぐわかること）、④明確（わかりやすい

情報で理解しやすいこと）、⑤安全性（うっかりミスで、間

違った使用をしても、出来る限り危険につながらないこ

と）、⑥持続性（無理な姿勢をとることなく、少ない力でも

楽に使用できること）、⑦空間性（誰にでも使える大きさ、

広さがあること）の７原則が示されている。 

わ行 ワンステップバス ○低床式バスの一種で、車両内で一段のぼる形式のバス。乗客

が乗降しやすいよう乗降口のステップを 1 段だけとした。 

○備え付け車いす用スロープを使用することで車いす利用者

の乗降が簡単になる。 

○ノンステップバス同様に、ニーリング機能が装備された車

両もある。 
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